
 
  会  議  名 第１回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会 

  開 催 日 時     E 平成３０年４月６日（金曜日）午後１時から午後２時３０分まで 

  A開 催 場 所     E 区役所５階 ５１１会議室 

  A委   員     E 

（出席者）大槻委員（委員長）、佐藤委員、加藤委員、 
北本委員（総務部長・副委員長）、 
大浦委員（芝浦港南地区総合支所協働推進課長） 

（欠席者）なし 

  A事 務 局     E 
総務部人権・男女平等参画担当課長 江村、 
総務課人権・男女平等参画係長 瀬藤、副係長 二宮 

  A会 議 次 第     E 

１ 開  会 
２ 委員委嘱状の交付 
３ 委員の紹介 
４ 委員長選出 
５ 議題 
（１）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の選考方法について 
（２）港区立男女平等参画センター指定管理者の公募要項（案）について 

 （３）港区立男女平等参画センター指定管理者の選考基準（案）について 
 （４）その他 
６ 事務局からの連絡事項 
７ 閉  会 

  A配 付 資 料     E 

［席上配付］ 
１ 港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会委員名簿 

２ 港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会設置要綱 

３ 港区立男女平等参画センター 指定管理者選定スケジュール（案） 

４ 港区立男女平等参画センター 指定管理者公募要項(案)（資料１） 

５ 業務基準書（資料２） 

６ 業務仕様書（資料３） 

７ 港区立男女平等参画センター 指定管理者候補者選考基準（一次）(案) 

（資料４－１） 

８ 港区立男女平等参画センター 第二次審査プレゼンテーション及び 

ヒアリング採点表（案）（資料４－２） 

９ 様式集（案）（資料５） 

   会議の結果及び主要な発言 
 
 
事務局 
委員長 
 

５ 議題 

（１）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の選考方法について 

指定管理候補者の選定方法、スケジュール（案）について説明 

説明いただいた内容について、御意見、御質問はありませんか。 

（なし） 
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Ｃ委員 
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事務局 
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全委員 
 
事務局 
委員長 
 
Ｃ委員 
 
 
 
事務局 
Ｃ委員 
 
事務局 
Ｂ委員 
 

それでは、港区立男女平等参画センター指定管理者選定スケジュールについて、

決定とします。 

了承 

（２）港区立男女平等参画センター指定管理者の公募要項（案）について 

 公募要項（案）について説明 

港区立男女平等参画センター指定管理者の公募要項（案）について、御意見、御質問

はありませんか。 

 業務基準書（資料２）と仕様書（資料３）は、業務全体に関わってくるものだが、

公募要項のどの部分に掲載しているか。 

公募要項７ページの「２ 事業運営（１）基本事業」に指定管理者が行う事業として、

業務基準書及び業務仕様書と記載しています。 
８ページの「区役所内他部署及びその他の施設等との連携」についての説明は、７ペ

ージの表と同じようなことが記載されているようだが、必要か。 
重複している部分を整理し、わかり易く記載します。 

１５ページ「５ 運営経費に関する事項（１）指定管理料の支払」では、５つの経

費区分に従って作成するよう記載しているが、説明文ではア～カの６つの経費区分

となっている。誤解を招かないような表現に変えたほうが良い。 

該当する５つの経費区分を明確にします。 

障害者雇用について法を遵守している企業か確認する必要があるのではないか。 

様式集（資料５）の様式３-１「法人（団体）等の概要」で、障害者雇用率を記載

いただくようにしています。 

他に御意見、御質問はありませんか。 

（なし） 

それでは、いただいた御意見を反映させるよう修正していただいた上で、港区立

男女平等参画センター指定管理者の公募要項を決定してよろしいでしょうか。 

了承 

（３）港区立男女平等参画センター指定管理者の選考基準（案）について 

選考基準（案）について説明 
港区立男女平等参画センター指定管理者の選考基準（案）について、御意見、御質問

はありませんか。 

資料４－１「指定管理者候補者選考基準（一次）(案)」は、採点表として使用す

るものなので、資料４－２「第二次審査プレゼンテーション及びヒアリング採点表

（案）」と同様に「採点表」とした方が良いのではないか。「選考基準」では分かり

にくい。 

表記を統一します。 

資料４－２「第二次審査プレゼンテーション及びヒアリング採点表（案）」のコメ

ント欄はどのように使うのか。 

点を付けた理由や評価した内容等を記載いただきます。 

資料４－１「指定管理者候補者選考基準（一次）(案)」の欄外注釈、※３【評価

基準】のＡ～Ｅは点数評価しないので削除し、※２の欄のＡ～Ｅに評価基準として
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事務局 
委員長 
 
委員長 
 
 
全委員 
 
事務局 
 
委員長 
 

追記してはどうか。 

※３【評価基準】のＡ～Ｅを削除し、※２の（Ａ～Ｅ）に評価基準を記載します。 

他に御意見、御質問はありませんか。 

（なし） 

それでは、資料４－１の選考基準を採点表に修正していただき、注釈※３【評価

基準】のＡ～Ｅを削除し、※２の欄のＡ～Ｅに評価基準を加えていただいた上で、

港区立男女平等参画センター指定管理者の選考基準を決定してよろしいでしょうか。 

了承 

６ 事務局からの連絡事項 

事務局から今後のスケジュールについて説明 

７ 閉会 

これで第１回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会を終了と

します。 
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  会  議  名 第２回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会 

  A開 催 日 時     E 平成３０年６月２７日（水曜日）午後１時から午後２時３０分まで 

  A開 催 場 所     E 区役所５階 ５１４会議室 

  A委   員     E 

（出席者）大槻委員（委員長）、佐藤委員、加藤委員、 
北本委員（総務部長・副委員長）、 
大浦委員（芝浦港南地区総合支所協働推進課長） 

（欠席者）なし 

  A事 務 局     E 
総務部人権・男女平等参画担当課長 江村、 
総務課人権・男女平等参画係長 瀬藤、副係長 二宮 

  その他出席者 公認会計士 井上 大輔 

A会 議 次 第     E 

１ 開  会 
２ 議題 
（１）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者応募状況について 
（２）港区立男女平等参画センター指定管理者の財務状況について 

 （３）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第一次審査について 
 （４）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第二次審査及び指定管理者 
    の選考方法について 
３ その他 
４ 閉  会 

  A配 付 資 料     E 

［席上配付］ 
・港区立男女平等参画センター指定管理者応募事業者財務状況分析報告書（資料１） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者応募事業者資金計画分析報告書（資料２） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第一次審査採点集計表（資料３） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第二次審査及び指定管理者候補者

の選考方法について（資料４） 

・港区立男女平等参画センター第二次審査プレゼンテーション及びヒアリング採点表

（資料５） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の選考方法（参考資料） 

・第 1回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会議事録 

   会議の結果及び主要な発言 
 
 
事務局 
委員長 
 
 
公認会計士 
 

２ 議題 

（１）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者応募状況について 

今回、２事業者から申請書類の申請及び計画書類の応募がありました。 

応募状況について、御意見、御質問はありませんか。 

（なし） 

（２）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の財務状況について 

 公認会計士から財務状況、資金計画の分析結果について報告 

財務状況：Ａ事業者及びＢ事業者ともに「可」 
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委員長 
Ｃ委員 
 
公認会計士 
 
Ｃ委員 
 
公認会計士 
 
 
 
委員長 
 
 
事務局 
 
委員長 
 
Ｃ委員 
 
 
 
 
 
Ｄ委員 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ委員 
 
 
 
 
 
Ａ委員 

資金分析：Ａ事業者及びＢ事業者ともに「Ｂ」 
報告いただいた内容について、御意見、御質問はありませんか。 

人件費については、定期昇給を見込んで増加計上されるのが現実的と考えるが、定額

で計上している場合はどのようか。 

継続的に勤務させる場合は、定額にならないと思われる。例えば、毎年人が入れ替わ

るとなると、体制面やサービス面で影響してくると思われる。 

収支計画書において、全体経費に対する管理経費・本部経費の割合が２事業者で違い

があるが、どのようなことが考えられるか。 

指定管理業務を行うに当たっては、当然、本社においても一定の業務がされ、その部

分の経費を計上していると思われる。事業者の体制の組み方で経費は異なると思われ

る。一概に、どういう形が良いとは言えない部分である。そこを含め総額で提案されて

いるので、総額について妥当かどうかが一つの判断軸になると思われる。 

他にありませんか。 

（なし） 

（３）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第一次審査について 

第一次審査の採点集計結果を報告 

Ａ事業者：９４６点、Ｂ事業者：８５９点 
採点集計結果について、評価した内容や採点の理由等、各委員から審査の講評をお願

いします。 

Ａ事業者の提案は、積極的にいろいろな内容が記載されていて全体的に非常に熱心な

印象であるが、類似施設の実績が２０１７年からという点がキャリアの面で少し不安が

ある。また、施設長にかなりキャリアのある方の配置が提案されているが、継続的に配

置されるのか判断できないところである。全体的に意欲的な内容である。 

事業者Ｂについては、図書室の充実や地域の人との事業実施などが提案されている

が、目新しいものではなく一般的な内容の印象である。 

両事業者の提案を比較すると、Ａ事業者の方が高いと感じる。 

Ａ事業者は、リーブラ・フェスタの実施に向けた準備スケジュールをしっかり提案し

ている点や希望者への館内ツアーの実施、男性参画を促すための夫婦・パートナー・父

娘を対象とした事業、保育室や「りぶら」の積極的な活用など、非常に積極的な提案が

見られる。 

事業者Ｂについては、応募動機が見えにくく、大使館との連携事業を提案しているが、

実現性に不安を感じる。また、専門知識や個人情報などの研修については、不十分な印

象である。人件費が安い点も気になる。 

Ａ事業者の方が全般的に詳しい資料で熱意が感じられる。1 つ 1 つの項目に具体的な

アイデアが記載され、やる気が伝わってくるといった印象である。 

Ｂ事業者は、ビル管理やリフォーム事業の会社である。リーブラの指定管理業務では

ハードウェアの管理も重要だが、男女平等参画の理念や事業の企画をどれだけ本気で考

えているかが大切であることからすると、無難な提案がされてはいるがＡ事業者と比較

すると積極的な姿勢が少ない感じである。 

Ａ事業者の提案書は、自社の強みを生かし丁寧に記載されているので、実現性が高い
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事務局 
 
委員長 
 

印象である。子育て支援やエコが強みで、男女共同参画事業の経験が浅いので、男女平

等や女性など新たな視点に切り替えてしっかり実施できるかどうかである。資金・収支

計画書においても現実的で、人件費の面では十分な人員配置もされている。 

Ｂ事業者は、共同事業体としての申し込みでない点が気になる。また、人件費が非常

に少なく事業実施は難しいと感じる。協力企業への委託費としてかなり大きい金額が計

上されている点が気になる。 

審査項目の男女平等参画に関する効果的なサービスの提供のところで差が出た。 

Ａ事業者は熱意が感じられるが、実施講座において昨年度と同様に実施すると記載さ

れている点が非常にがっかりした。また、男性向けの講座を男性の講師が行うといった

姿勢はどうかと感じた。自主事業としてリーブラスタンプを売ることや、ゆるキャラ参

戦が提案されているなど、もっと講座の充実に向けてもらいたい。講座の充実の点で姿

勢ややる気に少し疑問がある。他課との連携についての提案が乏しく、相談事業につい

て新たな提案がなかった。 

Ｂ事業者については、区の男女平等参画行動計画が掲げている４つの目標に沿った講

座の提案を出している点がとても良い。また、他との連携が具体的であり、新規提案や

危機管理の視点も入っているところを評価した。 

一次選考通過者を決定したいと思います。 

Ａ事業者、Ｂ事業者のどちらも通過者とし、二次審査のヒアリングで直接話を聞くこ

とも良いかと思いますがいかがでしょうか。 

了承 

それでは、Ａ事業者、Ｂ事業者ともに第一次審査通過者として決定します。 

異議なし 

（４）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第二次審査及び指定管理者    

の選考方法について 

事務局から選考方法について説明 

二次審査及び選考方法は事務局の説明のとおり進めていくことでよろしいでしょう

か。 

了承 

３ その他 

事務局から今後のスケジュールについて説明 

４ 閉会 

これで第２回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会を終了と

します。 
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  会  議  名 第３回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会 

  A開 催 日 時     E 平成３０年７月４日（水曜日）午前９時３０分から正午まで 

  A開 催 場 所     E 男女平等参画センター２階 学習室Ｂ 

  A委   員     E 

（出席者）大槻委員（委員長）、佐藤委員、加藤委員、 
北本委員（総務部長・副委員長）、 
大浦委員（芝浦港南地区総合支所協働推進課長） 

（欠席者）なし 

  A事 務 局     E 
総務部人権・男女平等参画担当課長 江村、 
総務課人権・男女平等参画係長 瀬藤、副係長 二宮 

A会 議 次 第     E 

１ 開  会 
２ 議題 
（１）港区立男女平等参画センター指定管理者応募事業者の第二次審査について 
（２）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の決定について 

 ３ その他 
４ 閉  会 

  A配 付 資 料     E 

［席上配付］ 
・第３回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会タイムスケジュー 

ル（資料１） 

・港区立男女平等参画センター第二次審査プレゼンテーション及びヒアリング採点表

（資料２） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第一次審査採点集計表（資料３） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者第二次審査及び指定管理者候補者の 

選考方法について（資料４） 

・港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の選考方法（参考資料） 

   会議の結果及び主要な発言 
 
事務局 
 
 
 
Ｂ事業者 
 
 
Ｃ委員 
 
Ｂ事業者 
 
Ｃ委員 

１ 開会 

 本日のスケジュールについて説明 

 プレゼンテーションを行うＡ事業者から、平成 30 年６月の株主総会で社名変更と給

食事業部門を分社化したことの報告がありましたので、お知らせします。 

 

（プレゼンテーション） 

 

（ヒアリング） 

 施設長はリーブラに常駐することで間違いないか。また、公募要項に記載しているが、

現指定管理者に従事している職員のうち、希望する職員の雇用継続は可能か。 

 施設長は常駐します。また、現在従事されている方の希望があれば、基本的には継続

したいと考えています。 

 事業運営資金・収支計画書の人件費は５年間増加していないが、定期昇給などを考慮
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Ｂ事業者 
 
Ｃ委員 
 
Ｂ事業者 
 
 
 
Ｄ委員 
 
Ｂ事業者 
 
 
 
Ｄ委員 
Ｂ事業者 
 
 
 
Ｂ委員 
 
 
Ｂ事業者 
 
 
Ｂ委員 
 
 
Ｂ事業者 
 
 
Ｂ委員 
 
Ｂ事業者 
 
Ｂ委員 
 
Ｂ事業者 
 

した賃金体系を維持していけるのか。 

 ５年間の継続を見据え、余裕を持った収支計画を立てており、定期昇給などを見込ん

でいます。 

 リーブラの専用ホームページは現事業者が作ったものだが、新たに指定管理者となっ

た場合は、どのように考えているか。 

 既に、現在のホームページ開設事業者と打ち合わせをしており、条件面で問題がなけ

れば基本的に同じホームページの構築を考えています。また、現状維持を大前提に、他

施設で既に運営している自社オリジナルのホームページへの切り替えの可能性もあり

ます。 

 協力企業と連携していくとあるが、具体的にどのようなことをイメージしているの

か。 

 指定管理業務は大きく施設運営と事業運営に分かれるが、施設運営は自社が責任を持

って行い、男女平等参画推進事業に関する業務のうち、事業チームの部分は協力企業と

連携して実施していきます。具体的には、リーブラ・フェスタ、利用者懇談会、４０周

年記念事業などを考えています。 

 大使館との連携事業とは具体的にどのようなものか。 

 港区は大使館の数が全国一で、外国人がたくさんいることから、施設内に情報発信の

ための４か国語のラックの設置や、災害時やコミュニケーションのためのセミナー開

催、個人向け事業などを連携して実施できればと考えています。また、男女平等参画が 

進んでいる北欧の大使館との情報交換も考えている。 

 協力企業と連携するということだが、事業運営資金・収支計画書の人件費には運営チ

ームの部分が計上されていて、事業チームの人件費は委託料で計上されているようだ

が、協力会社に再委託を予定しているのか。 

 自社では男女平等参画センターや様々な施設の運営実績があり、ノウハウはあります

が、協力企業のより高い専門性を活用し、より良い運営のために連携していきたいと考

えています。 

御社はビル管理や、マンション管理等のハードウェアの管理がメインの会社と思われ

るが、事業の企画や発想、運営についてどのように考えているのか。また、企画の独自

性の打ち出し方については、どのようなことを考えているのか。 

類似施設の実績は１施設ですが、ホールやスポーツ施設の運営では講演会を実施して

います。リーブラのホールでスポーツや音楽のイベントなどを企画・実施できると考え

ています。 

それらは、男女平等参画という一番重要な基本理念の部分でどのような位置づけとな

るか。 

スポーツの面では、例えば、男性も女性も健康に暮らしていく視点でスポーツ選手に

よるヨガ教室や健康促進関連などが実施できればと考えています。 

リーブラが区民避難所となった場合、男女双方の視点をどのように反映させていく

か。 

女性の場合、男性の視線に配慮し、女性だけの睡眠スペースの確保や着替え、身体を

拭く際に配慮できればと考えています。 
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Ａ事業者 
 
 
 
 
 
Ｃ委員 
 
Ａ事業者 
Ｄ委員 
Ａ事業者 
 
 
 

協力企業について、ＪＶとして連名での応募ではないのか。委託については、区では

制限を設けていて、清掃業務や設備管理などが該当となる。事業運営部分を委託する場

合は難しいのではないか。 

運営チームと事業チームでは所属会社は異なりますが、事業計画は一緒に考え企画し

ていくもので、専門性の高い部分を協力企業に協力してもらうことになります。協力企

業には連携について既に話をしております。 

リーブラ事業と相談室との連携について、具体的なものはあるか。また、社会情勢や

社会的な課題について、どのように情報収集していくのか。 

弁護士相談でのＤＶや離婚などのデリケートな問題について、講座提案に反映させて

おります。また、官公庁の指針等が情報元になると考えています。 

 

（プレゼンテーション） 

 

（ヒアリング） 

 資料では、施設長は兼務と表示されているが、リーブラに常駐するのか。本社が近い

ことから行き来するのか。 

 リーブラに常駐いたします。部長職ですので、役職があることから行き来はしますが、

ずっといることはなく、職員は全員こちらに移ってまいります。 

 ポジションはあるけれどリーブラにいるということか。 

 はい。 

 職員の雇用の継続については、勤務条件などあるが、今の指定管理者の職員で希

望する方は、雇用の継続は可能ということで理解してよいか。 

 はい。可能ではなく、是非そのようにしたいと思っております。 

 提出いただいた書類「法人等の概要」の「障害者雇用率」について、平成 30年３

月 31日現在 2.18％と記載されているが、現在の基準は 2.2％である。今後、この数

値を満たす見込みがあるか。 

 常に満たすように努力をしております。お手元の資料にあるように、毎年の急成

長から、新規採用が多く、その 2.2％を確保するために常に採用を進めているとこ

ろです。たくさんの中で働くことが苦手な精神障害者の方で能力的に高い方たちは

サテライトオフィスという形で働いており、行政の仕事においては、交渉しながら

配置できるよう努めています。また、算定特例を取っておりますので、ホールディ

ングスのグループ全体では満たせる見込みです。 

 リーブラの専用ホームページは現事業者が作ったものだが、新たに指定管理者となっ

た場合は、オリジナルで作ることでよいか。 

はい。広報担当者を配置し、積極的に情報発信していきます。 

保育室の積極的な活用を提案しているが、具体的にはどのようか。 

子育て世代の多い港区の状況を踏まえ、わらべ歌を使ったワークショップを毎月

定期的に実施していきたいと思っています。保育士が常駐しますので、利用者に頻

繁に来ていただくことを考えています。保育室だけでなく、リーブラ全体で子ども

に関する事業を提供し、いつでも親子で過ごせる居場所を提供していくことが大切
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Ａ事業者 
委員長 
 
 
Ａ事業者 
事務局 
 
 
 
Ａ事業者 

と思っています。 

リーブラは開館時間も長く、休日出勤もある。充実した研修の実施や、館内見回

りを１日３回実施、朝礼の実施などさまざまなことを提案されているが、限られた

人員でどのように管理していくのか。 

現在も、３６５日近く稼働している施設を運営しており、１日３回の見回りは安

全面で必要なことですので、当たり前のこととして実施しています。また、研修は

計画的に設定し、シフトを組んで実施してきているので問題ないと思っています。 

子育て支援をメインに実績のある会社だが、男女平等参画センターについては、

どのような方針、理念で企画や事業を実施していくのか。独身の方や子どもと直接

かかわりがない方にもリーブラは利用していただかなければいけないのだが。 

男女平等参画は、女性が頑張って進めていくということではなく、男性もＬＧＢ

Ｔの方も子どもがいる人もいない人も、皆がそこに参画しない限り実現しないと思

っており、そのメッセージをしっかり伝えていきたいと考えております。 

その点について、呼びかけの仕方やアピールしたい企画など具体的な内容はある

か。 

男女平等参画の知識を持つ方が、講師として活躍していただくよう支援する人材

育成事業やＬＧＢＴアライについての提案やイクボス講座、終活と相続などを提案

しています。介護離職の問題や様々な形の家庭といったものを伝えていきたいと思

っています。 

女性が力をつける場があるということはとても重要なことで、リーブラの役割で

ある。特定の人でなく公平性・平等性の確保が重要といった内容のプレゼンテーシ

ョンだったが、女性が力をつけるということに関してどのように考え、リーブラの

講座をどのように普及させていこうと考えているか。 

女性が自身を主張するためには、アサーティブネスのトレーニングが大事で、ノー

といえる私になろうということが非常に大事と思っています。また、ハラスメント防止

について学ぶことも大事と思っています。さらに、再就職の支援や育休復帰準備講座も

重要と考えています。 
アサーティブネスやノーといえる私になろうなどは、10 年程前にリーブラで重視し実

施していた講座ある。安心感を持たせるために女性だけを対象にしていたが、今回の提

案では対象者を限定していないのでとても心配である。 
女性限定のニーズがあれば、そのようなやり方にしていくことは可能です。 

特定の日や団体の利用料金を合理的な理由なく減免しないと記載しているが、現

在のリーブラの利用においては、利用登録団体を優遇している部分がある。このこ

とは考慮しないのか。 

合理的な理由なくといったところですので、現行のルールに則ってまいります。 

事務局から確認させていただきます。この男女平等参画センターは、区が策定し

た男女平等参画行動計画を実行していく施設であるという位置づけとなっています

ので、この計画を踏まえた事業運営や企画をしていただくことになりますが、よろ

しいでしょうか。 

もちろんです。 
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（休憩・審査集計表を配布） 

 

２ 議題 

（１）港区立男女平等参画センター指定管理者応募事業者の第二次審査について 

それでは点数を確認します。 

第二次審査の採点結果は、Ａ事業者：４２６点、Ｂ事業者：３８０点。第一次審査の

採点結果と合計しますと、Ａ事業者：１，３７２点、Ｂ事業者：１，２３９点となりま

した。 

では、選考委員の皆さまから審査のコメントをお願いいたします。 

Ａ事業者は、企業としての強い理念があって成長してこられた。メリット、デメリッ

トはあるが、少なくとも全体的に男女平等参画についてはっきりとした意思や理念があ

ると感じたので、その点を評価した。 
Ｂ事業者は、協力企業の協力を提案しているが、再委託といった規定上の問題もあり、

運営への意欲・信頼性・誠実さの部分で不安を感じた。 
また、事業者自身の男女平等参画についても、Ａ事業者は女性管理職が多いのに比べ、

Ｂ事業者には女性役員は一人もいない。 

Ａ事業者は、子どもの視点での事業を強みにしていて、男女共同参画におけるさまざ

まな課題についてどこまで取り組めるか不安もあるが、いろいろ積極的な提案をしてい

る点を評価した。 
Ｂ事業者は、現実的には現在と同レベルの運営はできるであろうとは思ったが、男女

平等参画の事業の実施が委託というのは、人的な管理を含め運営面で不安が残る。 

Ａ事業者は、これまでの蓄積した経験やノウハウを、強みとしてしっかり持っている

のが伝わってきた。それをこの業務に生かし、男女平等参画の理念を持って運営してい

ける事業者のように感じた。 
Ｂ事業者は、男女平等参画にあまり詳しくないと感じた。事業実施については、委託

することで現状と変わらない運営ができると思うが、意欲が感じられなかった。 
Ａ事業者は、施設長の印象が非常に強く、施設長が業務のリーダーシップを取ってい

くとした場合、施設長がいなくなった時にしっかり維持・継続していけるのか不安に思

った。今後、区がしっかりとリードしていかないと、偏った方向に行ってしまう可能性

が感じられた。 
リーブラは女性が力をつける場であって欲しいことからすると、Ａ事業者は事業内容

に少し不安がある。Ｂ事業者は、事業の委託のところが残念。 
（２）港区立男女平等参画センター指定管理者候補者の決定について 

それでは、Ａ事業者を港区立男女平等参画センター指定管理者候補者として決定しま

す。 

異議なし 
３ その他 

４ 閉会 

これで第３回港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会を終了と

します。 

 11 



 
 
 

 

 12 


